
 
 

 

規

則 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
二
月
十
二
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
埼
玉
県
立
越
谷
西
特
別
支
援
学
校
」
を
「
、
埼
玉
県
立
越
谷
西
特
別

支
援
学
校
及
び
埼
玉
県
立
東
松
山
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
中
「
埼
玉
県
立 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

越
谷
西
特
別
支
援
学
校
松
伏
分
校 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
ゆ
め
み
野
東
二
丁
目
七
番
地
一
」
を

 
 

 
 

 
 

 

「
埼
玉
県
立
越
谷
西
特
別
支
援
学
校
松
伏
分
校 

 
 

 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
ゆ
め
み
野
東
二
丁
目 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
立
東
松
山
特
別
支
援
学
校
嵐
山
学
園
分
校 

 
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
菅
谷
字
東
原
二
百 

 

七
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

六
十
四
番
一
」 

 
 

 

別
表
埼
玉
県
立
け
や
き
特
別
支
援
学
校
の
項
入
学
資
格
の
欄
中
「
埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ

ー
に
入
院
し
」
を
「
地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉
県
立
病
院
機
構
が
設
置
し
、
及
び
運
営
す
る
埼
玉

県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
に
入
院
し
、
」
に
改
め
、
「
精
神
疾
患
等
に
か
か
り
療
養
の
た
め
」
の

下
に
「
地
方
独
立
行
政
法
人
埼
玉
県
立
病
院
機
構
が
設
置
し
、
及
び
運
営
す
る
」
を
加
え
、
同
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
「 

             

埼
玉
県
立
東
松
山
特
別
支
援
学
校
の
項
中 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
で
知
的
障

害
の
あ
る
者
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
基
づ
く
児
童
心
理

治
療
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者 

小 
 

学 
 

部 

六
年 

 
 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
生
徒
で
知
的
障

害
の
あ
る
者
又
は
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童

心
理
治
療
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者 

中 
 

学 
 

部 

三
年 

 
 

中
学
部
を
卒
業
し
た
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者 

高 
 

等 
 

部 

三
年 

 

五
四 



            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

附 

則 

を 
 

 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

「 

」 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
で
知
的
障

害
の
あ
る
者
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
基
づ
く
児
童
心
理

治
療
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
生
徒
で
知
的
障

害
の
あ
る
者
又
は
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童

心
理
治
療
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者 

中
学
部
を
卒
業
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
で
こ
ど
も

の
心
の
ケ
ア
ハ
ウ
ス
嵐
山
学
園
（
児
童
福
祉
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四

十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
児
童
心
理
治
療
施
設

で
あ
っ
て
埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
に
所
在
す
る

こ
ど
も
の
心
の
ケ
ア
ハ
ウ
ス
嵐
山
学
園
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
入
所
し
て
い
る
者 

 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

小 
 

学 
 

部 

六
年 

 
 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
生
徒
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

中 
 

学 
 

部 

三
年 

 
 

中
学
部
を
卒
業
し
た
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者 

高 
 

等 
 

部 

三
年 

 

五
四 

嵐

山

学 

園

分

校 

 

中
学
部 

六
年 

 
 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
で
こ
ど

の
心
の
ケ
ア
ハ
ウ
ス
嵐
山
学
園
に
入
所
し
て
い

る
者 

 
三
年 

 
 

小
学
部 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
生
徒
で
知
的
障

害
の
あ
る
者 

中
学
部
を
卒
業
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
で
こ
ど
も

の
心
の
ケ
ア
ハ
ウ
ス
嵐
山
学
園
（
児
童
福
祉
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四

十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
児
童
心
理
治
療
施
設

で
あ
っ
て
埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
に
所
在
す
る

こ
ど
も
の
心
の
ケ
ア
ハ
ウ
ス
嵐
山
学
園
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
入
所
し
て
い
る
者 

 

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
学
齢
生
徒
で
こ
ど
も

の
心
の
ケ
ア
ハ
ウ
ス
嵐
山
学
園
に
入
所
し
て
い

る
者 

 

に
改
め
る
。 
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こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 


